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2006年大統領選挙にみる
コスタリカの民主主義

はじめに

2006年 2月 5日，大統領，国会議員57名，市議

会議員1002名の 4年の任期満了に伴う総選挙が中

米コスタリカにて実施された。約 1カ月後の 3月

7日，選挙最高裁判所（Tribunal Supremo de Elecciones

: TSE 以下，TSE）は公式結果発表を行い，大統領

選においては事前の予測に違わずオスカル・アリア

ス国民解放党（Partido de Liberación Nacional : PLN）

候補が勝利し，アリアスは今後2010年までの 4年

間，コスタリカの国政を担うこととなった。アリ

アスと言えば，1986年に45歳の若さで大統領に就

任し，87年には，中米首脳会合の召集，中米議会

の設立等，中米和平プロセスへの積極的な貢献が

評価されノーベル平和賞を受賞した，世界に名を

馳せるコスタリカ人のひとりである。あれから20

年，2006年のコスタリカ国民は，65歳のアリアス

を再び大統領として選出し，今後 4年間，国の舵取

りを委ねることとなった。

内戦，軍政，権威主義，人民主義等々，国や時

代ごとに多様な歴史および政治の諸相をみせてき

た中南米において，コスタリカは永らく民主主義

に基づく政治および社会の安定を享受してきた例

外的な国という認識は，中米史研究家の間では一

般的な常識となっている（１）。事実，第二次大戦後

に中南米にて軍事クーデターが発生していないの

はメキシコとコスタリカのみであり（２），コスタリ

カは，1949年の現行憲法施行から今日まで，憲法に

基づいた，代議制による共和的な政治を維持して

いる（３）。このような「コスタリカ＝民主的な平和

国家」という認識は，憲法による常備軍の放棄（４），

また1984年の時のモンヘ大統領による国家中立宣

言，代議制民主主義を可能ならしめてきたTSE（５）

の存在等の要因により確立されてきた。

しかしその一方で，コスタリカにはホームレス

の増加，巨額の財政赤字，汚職問題が蔓延し（６），

中南米の伝統的寡頭制，超保守的メディア，最下

層の先住民および黒人等，さまざまな階級的利害

を代表する勢力が同居し，これらをひとまとまり

にした「平和で民主的な」コスタリカ国家は存在

しておらず，そこでの選挙は清潔でも，民主的で

も，模範的でもないとする見解もある（７）。

コスタリカの民主主義に関するこれまでの議論

には，他の中南米諸国との比較においては，格別

賞賛に値するとする見解がある一方で，制度とし

ての民主主義が維持されてきたことは事実であっ

ても，その内実は他の中南米諸国と同様，さまざ

まな問題を内包している点が指摘される等，対照

的な議論がみられる。本稿では，これらの議論を

俯瞰しつつ，ここ数年にみられる 2大政党制の崩

壊，汚職スキャンダル，国民の政治離れ等の帰結
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として迎えた2006年総選挙，そして特に大統領選

挙をめぐる選挙キャンペーンおよびその結果を踏

まえ，現代コスタリカ社会における民主主義の様

相について論じることとしたい。

コスタリカを含む中南米は，大半の国々がバラ色

の民主主義を謳歌してきたわけではなく，政治的

競争の源泉となる財や既得権が偏在し，軍部や特

定の人物が代議制民主主義の下で下された決定を

遮断する力を依然保持してきた歴史がある（８）。

1990年代には，一部の国では大統領がいったん選

挙で選出されるや否や，議会における立法過程を

考慮することなく，選挙公約にも束縛されず，国

民からの合法的な委任を受けているかのごとく政

治を行う傾向すらみられた（９）。その中南米にあっ

て，コスタリカの特異性を述べる議論としては以

下のものがある。

「中米の奇跡（10）」，「コスタリカは1948年から常

備軍を廃止しているが，そのような特異性が何故

可能であったのかとの問いに対し，それは二つの

言葉，安定（estabilidad）と民主主義（democracia），と

答えることができる（11）。」，「小規模で比較的裕福

なコスタリカは，中南米のなかで最も歴史があり強

固な民主主義国家であることを自慢し得る（12）。」，

「コスタリカは軍事政権の伝統が強い中南米のなか

では民政が守られてきた異色の国であり（13）」，「憲

法に基づいた，代議制による，共和的な政治を維

持している（14）。」，「1980年代の中米危機の際も，コ

スタリカでは政治的危機も民主主義的社会制度の

安定が失われることすらみられず，他の中米諸国

に比してコスタリカの特異性が際立っている（15）。」，

「中南米にあって平和的な政治を享受するという唯

一性は，コスタリカ独自の歴史的，あるいは現代社

会に基づく要因に拠っている。コスタリカ民主主

義は中南米においてほとんど例外的である（16）。」，

「第二次大戦後に，安定した自由な民主主義および

競争的な政党システムを維持し得た中南米で唯一

の国であるコスタリカは，人権および市民権に基

づき，公正で，競争原理に基づく選挙を経験して

きた（17）。」等々。

このように中南米における例外であると認識さ

れるコスタリカの民主主義は，多くの知識人の興

味関心を引くところとなっており，日本の参議院

憲法調査会も2004年にコスタリカを訪問している。

同訪問団の報告書には国会議員等との意見交換の

概要が記されているが（18），当時のラウラ・チンチ

ージャ（19）国会国際関係委員も，「中米では長い間

議会主義が断絶してきた歴史がある。コスタリカ

は今まで断絶することなく議会民主主義を継続し

てきた。」と明言している。またコスタリカの平和

憲法および民主主義を視察した日本反核法律家協

会の池田は，「模範的な平和国家コスタリカ」を訪

問し，「国家が軍隊を捨てる代わりに清潔な選挙で

民主主義国家を造り，非武装平和教育に徹して積

極的な平和外交」を推進し，「侵略を受けずに発展

してきた国」がコスタリカであるとし，日本もコ

スタリカから多くを学ぶべきだとして全面的にコ

スタリカを賞賛している（20）。

以上のような，コスタリカ民主主義楽観論に対

し，小澤は，次のように警鐘を鳴らす（21）。コスタ

リカ国民一般に共有されるコスタリカ民主主義は，

1948年の内戦に勝利したホセ・フィゲーレス・フェ

レール（22）PLN政権以降の政府による上からのナ

ショナリズム創出の結果であり，時々の政府が社

会福祉や代議制民主主義を保障する等の内政改革

を行う一方で，国家権力にとって脅威となる共産

主義勢力を排除しつつ，国民意識をより組織化さ

コスタリカ民主主義に関する
さまざまな見解
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れた教育システムや大衆メディアを通じて「大衆

化」したにすぎない。（コスタリカを論じる多くの者

は）言説資料のなかに塗り込められたコスタリカ

人執筆者のナショナリズムやそれに伴う誇張や虚

偽を，充分な検討なしに事実として受け入れてい

るとし，コスタリカの実像をとらえていないと述

べている。またロハスは，1949年に定められた現

行憲法第12条は「常備機関としての軍隊は禁止さ

れる（23）」として非武装を宣言しているが（24），そ

の後の政府が，法的な常備軍の廃止をコスタリカ

民主主義の象徴として国民の意識のなかに刷り込

んだにすぎないとしている（25）。

また2002年選挙を実際に視察した竹村は，「コ

スタリカではサッカーと並んで選挙はお祭りであ

る」とし，「支持する党の旗を家に立て，選挙集会

にはさまざまな選挙グッズを手にした支持者が集

まり」，「投票前夜各党支持者が自動車に党の旗を

掲げてクラクションを鳴らし続けるなど暴走？行

為を楽しんで」いたとして，コスタリカ国民の選挙

に対する熱狂ぶりを描写している（26）が，新藤は

「（選挙では）国中が過熱する状態は中南米一般に見

られる現象であり，特にコスタリカが特別に熱心

なわけではな」いとした上で，コスタリカの選挙

は「清潔でも，民主的でも，いわんや模範的でも

なく」，「生きた生身の人間が繰り広げている，け

っして清潔とは言えない個人的利害関係を強い動

機として戦われる選挙」と形容している（27）。

1. 二大政党制

コスタリカにおいて民主主義が長年定着してき

た要因として，国民解放党（PLN）およびキリスト

教社会連合党（Partido Unidad Social Christiana : PUSC）

の二大政党による政権交代がもたらした安定を挙

げる論者は多い（表１）（28）。そもそも，コスタリカ

において安定した二大政党制が可能となった歴史

的背景としては，コスタリカではコーヒー農家を

二大政党制と汚職2

表１　コスタリカ歴代大統領と政党

任　　期 大統領 政　　党

1948―49 ホセ・フィゲーレス・フェレール 社会民主党
1949―53 オティリオ・ウラテ・ブランコ 国民連合党（PUN）
1953―58 ホセ・フィゲーレス・フェレール（再選） 国民解放党（PLN）
1958―62 マリオ・エチャンディ・ヒメネス 国民連合党（PUN）
1962―66 フランシスコ・オルリッチ・ボルマルチッチ 国民解放党（PLN）
1966―70 ホセ・ホアキン・トレホス・フェルナンデス 共和党
1970―74 ホセ・フィゲーレス・フェレール（再々選） 国民解放党（PLN）
1974―78 ダニエル・オドゥベル 国民解放党（PLN）
1978―82 ロドリゴ・カラソ 反対連合
1982―86 ルイス・アルベルト・モンヘ 国民解放党（PLN）
1986―90 オスカル・アリアス 国民解放党（PLN）
1990―94 ラファエル・カルデロン キリスト教社会連合党（PUSC）
1994―98 ホセ・マリア・フィゲーレス・オルセン 国民解放党（PLN）
1998―02 ミゲル・アンヘル・ロドリゲス キリスト教社会連合党（PUSC）
2002―06 アベル・パチェコ キリスト教社会連合党（PUSC）
2006―10 オスカル・アリアス（再選） 国民解放党（PLN）

（出所）H. Pérez Brignoli, Breve historia contemporánea de Costa Rica, Fondo de Cultura Económica, 1997を参照して筆者作成。
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中心とした独立自営農が発達したため貧富の差が

比較的少なく，白人人口が相対的に多いため同質

な人種構成となり，社会緊張が相対的に少なかっ

たことや（29），住める土地が中央盆地に限られてお

り，山地の村々，町々が 1カ所に固まっていたた

め，国としてまとまりやすかったこと（30）等が指摘

されている。また現行憲法が定めるコスタリカの

大統領選挙は，1回目の投票で一候補者が有効得

票数の40％以上を獲得すれば大統領に選出される

ため，二大政党制になりやすいと言われている。

その反面，安定した二大政党制が継続してきた

が故に，PLNおよびPUSCの両政党が立法のみな

らず行政および司法にも影響力を行使し，汚職の

温床が形成されてきた（31）。一般にPLNが中道左派，

PUSCが中道右派と見なされてきたが，両党の掲

げる政策には大差はなく，両党間の政策論争はま

れであった。二大政党による安定した政権交代に

より，両政党を中心とした汚職および縁故主義的

構造が累々と形成されたと考えられている。

コスタリカ国民は民主主義を尊重するが故に二

大政党による独占的支配に力をもって対抗する機

運はもたなかったが，政治不信，政治に対する無

関心を徐々に増幅させていった。そして，伝統的

二大政党不支持の兆候は 2002年選挙で表れた。

2002年大統領選挙では，結果的にパチェコPUSC

候補が勝利したものの，政治腐敗の一掃を掲げ，

PLNを離党して市民行動党（Partido de Acción

Ciudadana：PAC）を結成したオットン・ソリス候補

が躍進したため，第 1回目の投票で，パチェコ

PUSC候補およびアラジャPLN候補は双方共に

40％以上の得票率を獲得し得ず，史上初の決選投

票にもつれ込んだ。結果として決選投票の末，パ

チェコPUSC候補が勝利したが，伝統的二大政党

の終焉を予感させた。

2. 汚職スキャンダル

伝統的な二大政党への不信感，政治への無関心

が高まりつつある2004年秋，二大政党制の崩壊お

よび国民の政治離れを決定的にする汚職スキャン

ダルが次々と発覚した。

2004年 9月23日，1998―2002年までコスタリカ

大統領を務めたロドリゲス（PUSC）は，中米出身

としては初の米州機構（OAS）事務総長に就任した。

パチェコ大統領は「コスタリカ人OAS事務総長を

迎えることにより，民主主義，平等主義，人権尊重

等コスタリカの国是と言える価値観が米州諸国へ

伝播することを期待する」と述べている（32）。しか

しながら，1週間後の 9月30日，ロボ元ICE（コス

タリカ電力・通信公社）理事の証言により，ICEの

携帯電話関連プロジェクトをめぐりロドリゲスは

フランスの携帯電話会社アルカテル社にコミッシ

ョンを要求していた事実が発覚した。同10月 4日

にコスタリカ国会がロドリゲスに対しOAS事務総

長辞任を求める決議を可決，8日にロドリゲス自

身によるOAS事務総長辞任表明，そしてコスタリ

カ警察はロドリゲスを国際指名手配した。15日に

はロドリゲスが事情説明のためにコスタリカに帰

国した際，空港にて飛行機から姿を現すや否やそ

の場に待ち受けていた警察に逮捕された。さらに

その後の調べで，ロドリゲスは台湾政府および台

湾企業からそれぞれ献金を受けたこと，サンホセ

市の地下ケーブルプロジェクトをめぐりスペイ

ン・アベンゴア社に対しコミッションを要求してい

たことが次々と発覚した。

同じ時期，1990―94年に大統領を務めたカルデ

ロン（PUSC）に対する汚職スキャンダルも発覚し

た。2004年 9月 7日，フィンランド政府借款をめ

ぐるコスタリカ社会保険庁（CCSS）と医薬品会社フ

ィッチェル社による汚職疑惑からバルガス元CCSS

総裁が逮捕されたが，バルガスは同10月20日に，



48

カルデロンがフィンランド借款のコミッションの

分配を要求，かつ隠蔽しようとしたとの証言を行

った。これを受けてコスタリカ検察は翌21日にカ

ルデロンを逮捕した。

さらに「コスタリカ民主化の父」として称えら

れ，ドン・ペペの愛称で親しまれるホセ・フィゲー

レス・フェレールの息子で，1994―98年に大統領

を務め世界経済フォーラム理事に就任していたホ

セ・マリア・フィゲーレス・オルセン（PLN）に関する

汚職スキャンダルも発覚した。フィゲーレスは

2000～03年にかけて電話コミュニケーション技術

促進に関するコンサルタントとしてアルカテル社

から報酬を受けていたが，同契約はアルカテル社

がICEの入札に成功することが条件となっていた。

事実，アルカテル社は2001年のICEの電話回線設

置の入札，そして，2002年にはICEの電話センタ

ー拡大の入札にそれぞれ成功している。コスタリ

カ国会は海外を飛び回るフィゲーレスの国会出頭

を要請しているが，実現していない。

現職のパチェコ大統領に関しても，汚職スキャ

ンダルは浮上した。コスタリカでは，選挙期間中，

国が資金を支給する代わりに，外国の個人および

法人からの選挙資金供与は禁止されているが，

2002年選挙期間中パチェコ陣営は台湾のサンシャ

イン社とパシフィック社，およびアルカテル社か

ら献金を受け取ったことが発覚した。パチェコ大

統領は自分は選挙キャンペーン時の資金管理をし

ておらず責任はないと主張し，TSEもまた充分な

証拠が揃っていないとしたため，逮捕は免れた。

これら一連の，現職を含めた歴代大統領にまつ

わる汚職スキャンダルは，これまで表面的には民

主的に見えたコスタリカ政治の深刻な構造的欠陥

が表出したものであり（33），政治に対するコスタリ

カ国民の信用および関心は低落し，2006年 2月総

選挙に関しても多くの国民が「無関心（apatía）」

を装うなかで選挙戦が開始された（34）。

2006年選挙で2002年の巻き返しをはかりたい

PLNは，ノーベル平和賞受賞者で大統領経験者の

アリアスを候補者として擁立した。アリアスは

1986―90年にすでに大統領を務め，ノーベル平和

賞を受賞する金字塔を打ち立てたが，70年代以降，

コスタリカでは憲法により大統領の再選は禁止さ

れていた（35）。しかしながら，大統領再選をねらう

アリアスは憲法改正をもくろみ，2003年にPLN議

員を通じて国会に圧力をかけて憲法改正を審議す

る第四法廷の判事を入れ替え，再選を可能とする

憲法改正を判決させることに成功した。そのため，

2006年選挙において，ノーベル平和賞を受賞した

元大統領として国民に人気があったアリアスは最

有力候補となった（36）。

伝統的二大政党の一翼PUSCは，カルデロンお

よびロドリゲス両元大統領の逮捕劇を契機に国民

の信用が失墜し，パチェコ現政権への支持も低い

上に，大統領候補として立てたトレドは人気がな

く，PLNとPUSCという二大政党による対決ムー

ドは希薄となった。その代わりに，前回2002年の

選挙で躍進し，汚職に対して徹底したクリーンな

姿勢を貫くソリスPAC候補の躍進が期待された。

加えて，ネオリベラリズムを掲げる自由運動党

（ML）のゲバラ，変革連合党（UPC）のアルバレス，

元オンブズマン（住民擁護官）として国民の信頼を

得た，国民連合党（PUN）のエチャンディ等が有力

候補として名を連ねた。

2006年選挙における最大の政策論争は米・中米

およびドミニカ共和国自由貿易協定（DR-CAFTA）

であった。アリアスは2003年 5月に署名された

DR-CAFTAの批准を早くから支持していたが，

2006年大統領3
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それは1980年代にPLNの伝統的社会福祉政策をネ

オリベラリズムに転換し市場開放を進めたアリア

ス政策の流れを踏襲するものであった（37）。一方，

ソリスはDR-CAFTAの再交渉による見直しを主

張し，DR-CAFTAに関するアリアスとの立場の

相違が鮮明となった。2006年選挙は，アリアスvs

ソリスという対立軸に符合する形でDR-CAFTA

に賛成か反対かという政策判断をコスタリカ国民

に委ねる形となった。

選挙キャンペーン中は複数の民間アンケート会

社や大学による事前調査が行われたが，いずれの

調査もアリアス優勢との結果を示した。アリアス

は，根強い支持者，知名度を生かし，事前調査で

は常に40％以上の得票率を獲得していた。他方，

ソリスは，アリアスに次ぐ得票率を獲得してはいた

ものの，25％を行き来する程度で，当選に必要な

40％には達することはなく，アリアスには遠く及

ばない印象であった（表 2）。このようにあらかじ

め勝敗が明らかな選挙，そして二大政党制への不

信，政治への無関心等を反映し，事前調査では棄

権率が40％を超えるかとも言われ，総じて2006年

選挙は「frío（冷めている）」との印象がメディアに

多く取り上げられた。

2006年 2月 5日，晴天に恵まれたコスタリカで

は総選挙が予定どおり行われ，同日午後 6時をも

って投票が終了した。同日夜のテレビ中継による

選挙速報では，TSEの開票作業が徐々に進むなか，

選挙が無事終了したことをもって選挙戦に勝利し

たかのように祝杯を上げるアリアス陣営の映像が

流れた。しかしながら，開票率50％を過ぎても，

アリアス，ソリス両候補共に40％台の得票率を得，

予想に反してソリスがアリアスに肉薄したため，

結果はまったくわからない状態が続いた。6日午

前 3時にアリアスはいったん勝利宣言をしたもの

の，6日午前11時には，「コスタリカ世論は分裂し

ており，勝者は敗者の協力を必要としている。勝

利者が誰になろうと協力していきたい。」との勝利

宣言撤回を行った。その後，TSEの開票作業は続

いたが両候補の差がわずかであったため，8日，

TSEは以後 2週間以内に，再度得票数の数え直し

を行うことを発表した。結局，約 1カ月後の 3月

7日，TSEは今次大統領選挙に対する異議申し立

ての処理を終え，公式結果発表を行った。それに

従えば，アリアスの得票率40.92％，ソリスの得票

率39.80％，得票数差はわずかに 1万8169票によ

るアリアスの辛勝であった。

アリアスは事前調査が示すとおり，40％以上の

得票率を獲得し，現行憲法が定める民主的手続き

に従い大統領に選出された。しかしながら，フォル

モソは今回の選挙を次のように分析している（38）。

「ソリスは選挙では勝たなかったが，今回の選挙の

勝者であることは明らかである。アリアスよりも

表２　2006年 1月15～21日にかけてのUnimer社アンケート調査

候補者名（政党名） 支持率（％）

第 1位 アリアス（国民解放党：PLN） 49.6
第 2位 ソリス（市民行動党：PAC） 25.4
第 3位 ゲバラ（自由運動党：ML） 11.8
第 4位 アルバレス（変革連合党：UPC） 3.8
第 5位 エチャンディ（国民連合党：PUN） 3.4
第 6位 トレド（キリスト教社会連合党：PUSC） 2.3

（出所）La Nación, 29 de enero de 2006.
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少ない選挙資金で，コスタリカ国民の約半数の支

持を得ることに成功した（39）。ソリスに投票した多

くの国民は，アリアスに反対するがためにソリスに

投票した。アリアスは大統領になっても選挙の敗

者である。大部分の国民から拒絶されている。」ま

た調査会社CIDギャラップのアラヤ氏は，「ソリス

が予想以上の票を獲得した理由は，コスタリカ人

の大部分が最後の最後で投票態度を決したことに

ある（40）。」とし，多くのコスタリカ人が最後の最後

でアリアス，そしてDR-CAFTAに対する反対の意

志表明をしたことが，ソリス躍進の主因であるとし

ている（41）。

むすび

多くの国民が無関心を装った2006年総選挙では

あったが（42），多くのコスタリカ国民は最後の最後

にアリアス反対，DR-CAFTA反対というメッセ

ージを明確に打ち出した。アリアスは2010年まで

大統領職を担うこととなったが，彼の勝利宣言撤

回の言葉にもあるように，「コスタリカ世論は分裂

しており，勝者は敗者の協力を必要としている」

のであり，PACをはじめとする野党，および今回

の選挙でアリアスを支持しなかった多くの国民の

支持を取りつけつつ，国政を運営するという難問

に立ち向かう。

筆者は，2月 5日の選挙当日，TSE国際選挙監

視団員として，地方の投票所を巡回する機会を得

たが，どの投票所でも自らの支持する政党の旗，

帽子を被った各地域の支援者が派手な選挙キャン

ペーンを繰り広げていた（写真q）。またサンホセ

市の子供博物館では，子供のための模擬投票が行

われていた。TSEは，将来のコスタリカ国民であ

る子供たちがいち早く民主主義を学ぶために，4

年に 1度実際の投票日に合わせて，大統領候補者

のなかから自らの支持する候補者への投票を模擬

的に行う機会を設けている（写真w）。子供博物館

は，模擬投票のために訪れた親子連れの長蛇の列，

また出店やゲームセンターが軒を連ね，まさにお

祭りであった。ようやく投票カウンターまで漕ぎ

着けた親子は，「ここまでたどり着くのに約 1時間

待った」と笑顔で語っていた。筆者は，はたして

どれだけの日本人親子が，子供が模擬投票をする

ために 1時間も長蛇の列に並ぶだろうかとの疑問

をもった（43）。2002年選挙にて模擬投票を見学し

た伊藤は，「コスタリカでは，学校教育の一環とし

て生徒が選挙を実施し，付近の子供たちが有権者

qエレディア県プエルト・ビエホ郡投票所でソリスPAC候補
を支持する人々（筆者撮影）

w子供博物館での模擬投票（筆者撮影）
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という存在を 3歳の頃から体感する。民主主義は

『ある』ものではなく，日 『々創る』ものだという

考えがその背景にあるのだ」と述べている（44）。

コスタリカ2006年選挙は，汚職スキャンダル，

二大政党の崩壊，政治不信，無関心，棄権率の上

昇等々，政治，選挙，そしてその根幹にある民主

主義に否定的な言葉がメディアに取り上げられた

ことは事実である。しかしその一方で，多くの国

民が民主主義の価値を共有し，政治に積極的に参

加しようする姿勢を見せることが民主国家の条件

であるならば，2006年コスタリカ総選挙はコスタ

リカが優れた民主国家のうちの一つである旨証明

したと言えるのではないだろうか。

3月 3日，TSEの異議申し立て処理終了の報を

受けて，ソリスは敗北宣言を発表したが，翌日の

『ラ・ナシオン』紙の一面見出しは次のとおりであ

った。「ソリスはコスタリカ国民に対しアリアスを

大統領として受け入れるよう要請した（45）」また 3

月 7日のTSEの公式結果発表を受けて，アリアス

は「恒常的な対話，譲歩，柔軟性，謙虚な姿勢を

もつとともに，常に正しい人は存在しないという

考えを受け入れる」と述べた（46）。これらの言葉

こそが，2006年総選挙に垣間見えた，現代コスタ

リカ社会の民主主義の様相を最も端的に表してい

るのではないだろうか。

（筆者は2004年 6月より在コスタリカ共和国日本国

大使館三等書記官。本稿は筆者個人の見解であり，

外務省および在コスタリカ共和国日本国大使館の見

解ではない点を断っておく）
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